
- 1 - 

 

３ 管理運営組織等 

 

（２）経営協議会 

① 設置の趣旨（目的）及び組織 

ア 組織設置の趣旨（目的） 

経営協議会は、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、国立大学法人法第 20 条

の規定により、平成 16 年４月から全ての国立大学法人に設置されたものであり、主な審議事項は次のと

おりである。 

ⅰ） 中期目標についての意見（国立大学法人法第 30 条第３項の規定により文部科学大臣に対し述べ

る意見）に関する事項のうち、本法人の経営に関する事項 

ⅱ） 中期計画に関する事項のうち、本法人の経営に関する事項 

ⅲ） 基本規則、学則（本法人の経営に関する部分に限る。）、会計規程、役員に対する報酬及び退

職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制

定又は改廃に関する事項 

ⅳ） 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

ⅴ） 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

ⅵ） その他本法人の経営に関する重要事項 

イ 組織の構成及び構成員等 

本法人の経営協議会は、学長、学長が指名した理事（２人）、学長が指名した副学長（１人）、学長

が指名した職員（２人）、役員又は職員以外の者で大学に関し広く、かつ、高い識見を有するもののう

ちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命した者（７人）の計 13 人で構成している。 

令和６年度における経営協議会委員（職名は令和６年４月１日現在）は、次のとおりである。 

議長 林   泰 成  学長 

   中 山 勘次郎  理事 兼 副学長 

   出 口 利 定  理事 

渡 部 洋一郎  副学長 

松 﨑 和 之  理事兼事務局長 

志 村   喬  副学長 

有 松 育 子  元国立教育政策研究所所長 

五十嵐 守 男  新潟県中学校長会会長・上越市立城西中学校長 

大久保   昇  株式会社内田洋行 代表取締役社長 

小 原 芳 明  学校法人玉川学園理事長・玉川大学学長・玉川学園学園長 

霜 越 隼 人  株式会社ｽﾎﾟｰﾂｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｱｿｼｴｲﾂ 代表取締役社長 

髙 橋 信 雄  上越商工会議所会頭 

中 川 幹 太  上越市長 

② 運営・活動の状況 

ア 委員会等の開催状況 

令和６年度は次のとおり４回の会議を開催した。 

・ 第 95 回   令和６年 ６月 24 日（月） 

・ 第 96 回   令和６年 10 月 21 日（月） 
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・ 第 97 回   令和７年 １月 31 日（金） 

・ 第 98 回   令和７年 ３月 24 日（月） 

イ 審議された主な事項 

令和６年度の主な審議事項は、①第４期中期目標期間（令和５事業年度）に係る業務の実績に関する 

報告書 ②令和５事業年度決算 ③令和７年度概算要求 ④令和６年度学内補正予算（第１次） ⑤非 

常勤職員給与の改定 ⑥令和６年度人事院勧告への対応 ⑦令和６年度学内補正予算（第２次） ⑧国 

立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告 ⑨給与関係規則の改正 ⑩令和６年度 

学内補正予算（第３次） ⑪令和７年度学内予算編成方針 ⑫本学専門職学位課程評価基準に係る自己 

点検・評価結果 ⑬職員宿舎中長期計画の改定 ⑭人事関係規則の一部改正 ⑭役員の退職手当に係る

業績勘案率 ⑮会計規則等の一部改正等 ⑯授業料その他の費用に関する規程の一部改正 ⑰令和６年

度学内補正予算（第４次） ⑱令和７年度学内予算 ⑲本学自己点検・評価規則に基づき評価基準の一

部改正 ⑳令和７年度自己点検・評価の実施計画 

③ 優れた点及び今後の検討課題等 

委員への会議資料の事前送付や書面審議を活用することにより、審議時間の短縮及び有益な示唆や指導

・助言を得る時間を確保した。 


